
大津市　川崎孝夫さん

犯罪・非行

反省・償い

更生保護ってなんですか？

　犯罪や非行をした人が立ち
直るためには、本人の努力は
もちろんですが、社会に居場
所がないがために再び犯罪を
重ねてしまうという悪循環も
あることも事実です。

　悪循環から脱し、立ち直りをすすめる
には、地域とのつがなりが大切です。

国の機関

保護観察所など

ボランティア

保護司など

協

　働

　全国の保護観察所などでは、
国家公務員である保護観察官が
第一線で活動しています。全国
に約900人います。

　

負のサイクル

　
罪を犯した人も、裁判を終え、処分を受ければ、いずれ社会に戻ってきます。更生保護
は、罪を償い、再出発しようとする人たちの立ち直りを導き、助け、再び犯罪や非行に
陥るのを防ぐ仕組みです。 

　保護司は、法務大臣から委嘱を受
け、保護観察を受けている人の指導な
どにあたっています。全国で約46,000
人の保護司が活動しています。

「居場所」や
「仕事」がない

社会復帰

～地域とのつながり～

立ち直り

立ち直りの道へ

罪を償い、再出発しようとする人たちが、社会から孤立
したりせずに、地域との絆を保ち続ければ、その多くが
地域社会の一員として立ち直ることができます。
　その先導となって、地域と更生保護の架け橋となって
いるのが更生保護ボランティアです。

近所に誰も知り合いがいな
いのは寂しい話じゃないか。
町内会のおまつりに一緒に
行ってみないか？

やる気があるなら仕事
の世話ならしてやるよ！
がんばれ！

地域みんなで支える
ことで、この町じた
いも良くなればと思
うんです。

自分もたくさんの人に
助けてもらったからね。
困っているんなら、相
談に乗るよ。

帰る場所がない…　仕事がない…
相談する人がいない…

　保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。民
間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を生かし、地域で保護観察官と
協働して保護観察を受けている人と面接を行い指導や助言をするほか、刑事施設や少年院
に入っている人がスムーズに社会生活を営めるよう、帰住先の生活環境の調整や相談を行っ
ています。全国に886保護区、約46,000人の保護司が活躍しています。
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保護司のなりたち
　保護司のルーツは、1888（明治21）年に金原明善や川村矯一郎らにより設立された「静岡県出獄
人保護会社」に求めることができます。ここでは、釈放者の宿泊保護や就職あっせんを行うとともに、
県下全域に1,700人に及ぶ保護委員を配置して釈放者の保護に当たらせるなどしたとされ、これが更
生保護施設と保護司を含む更生保護制度の先駆けになったと言われています。

保護司の身分
①法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員ですが、給与は支給されません。
②任期は２年ですが、再任は妨げません。

して、禁錮以上の刑に処せと項事格欠、やとこるあが望信的会社、で康健、てしと件条の司護保 ③
られたことがあるなどがあります。

保護司

このような活動をしています。

　月に2～3回程度、保護観察を受けている人を自宅に招いたり、あるいは、家庭
を訪問したりして面接を行い、保護観察期間中の遵守事項を守るよう指導するほか、
就労の援助、本人の悩みに対する相談等を行っています。

保護観察

　矯正施設（刑事施設や少年院）に収容されている人が釈放されたときに、更生に
適した環境で生活できるよう、収容中から帰住先の調査や引受人との話し合い、就
職先等の調整を行うなどし、必要な受入態勢を整えるなどの活動を行っています。

生活環境の調整

　犯罪や非行の発生を未然に防ぐことを目的として、様々な犯罪予防活動を実施
しています。

係機関、警察関係者等地域における様々な機関・団体と連携して、更生保護の啓
発活動を行っています。

犯罪予防活動

更生保護の活動は、保護観察所をはじめとした国の
機関と、保護司などのボランティアからなる民間の
方々が協働して行っています。

（１）地域社会における生活で様々な困

　　  難を抱え、罪を犯した人の困難を

　　　ひとつずつ解消する生活再建を実

　　　施します。

（２）国・県・市町・民間の緊密な連携

　　　協力により、再犯防止施策を総合

　　　的に推進します。

（３）刑事司法手続を含むあらゆる段階

　　　での切れ目のない支援を実施します。

（４）犯罪被害者等の存在を十分に認識

　　　し、犯罪をした者等が犯罪の責任

　　　や犯罪被害者の心情等を理解する

　　　ことの重要性を踏まえた支援を実

　　　施します。

（５）再犯防止の取組を広報するなどに

　　　より、広く県民の関心と理解を醸

　　　成します。  

立ち直りを支える

地域のチカラ
～保護司による地域の息の長い活動紹介～

再犯防止に向けた

滋賀県の取り組み



更生保護の『豆知識』

業種別協力雇用主数その他
鉱業

農林漁業
運送業
飲食業

医療福祉業
電気・ガス・水道業

卸小売業
その他サービス業

1%
0%
0%
1%
2%
3%
3%
3%
8%

建設業
68%

製造業
12%

協力雇用主とは
　犯罪や非行の前歴のために、定職に就くことが容易でない
刑務所出所者等を、その事情を理解した上で雇用し、改善更
生に協力する民間の事業主の方々です。犯罪や非行をした人
たちが、再犯や再非行
に至らないためには、
仕事に就き、職場に定
着して、責任ある社会
生活を送ることが重要
であり、協力雇用主の
方々の存在が不可欠な
のです。

更生保護の『豆知識』

更生保護の『豆知識』
～更生保護女性会とは～

　犯罪や非行のない明るい地域社会の実現に寄与す
ることを目的として、地域の犯罪予防活動と犯罪を
した人や非行のある少年の更生支援活動を行うボラ
ンティア団体です。全国では約 1,300 地区会、
約 147,000 人が活動しています。
滋賀県は 16地区、約 4,500 名

更生保護の『豆知識』

更生保護の『豆知識』

高島保護区保護司会【地域とともに、子どもたちへ】

0740-33-7333〒520-1121　高島市勝野 215番地　高島市役所高島支所内問合せ先問合せ先 高島更生保護サポートセンター 0740-33-7332 077-524-9362〒520-0044　大津市京町 3-1-3　逢坂ビル３階問合せ先 滋賀県更生保護ネットワークセンター内 077-524-9362

0748-46-3141〒521-1343　近江八幡市安土町小中１番地８　
　　　　　　  近江八幡市安土町総合支所 3階問合せ先 近江八幡・竜王更生保護サポートセンター 0748-46-5320

更生保護の『豆知識』

生きるマーク
更生保護ネットワーク「生
きるマーク」
甲骨文字・金文字の「生」
をモチーフに、樹木の芽が
伸びていくように、今、そ
して未来を生きていく様を
表現したものです。

077-584-5702〒520-2331　野洲市小篠原 1780　野洲市人権センター 2階守山・野洲更生保護サポートセンター 077-584-5702

077-522-2275〒520-0044　大津市京町 3-1-3　逢坂ビル３階問合せ先 大津更生保護サポートセンター 077-522-2275

彦根保護区更生保護
ネットワーク協議会【地域での連携・協働を大切に】

0749-26-9811〒522-0041　彦根市平田町 670番地　彦根市福祉センター本館３階問合せ先 彦根保護区更生保護サポートセンター 0749-41-0767

“社会を明るくする運動”の一環として、アクティ近
江八幡にて『プリズン・サークル＝ぼくたちがここにい
る本当の理由＝』の上映会を開催しました。受刑者が
貧困・いじめ・虐待・差別といった幼い頃に経験した苦
い記憶と向き合い、TCユニットを通じて新たな価値観
や生き方を身に着けていく姿が描かれています。保護
司や更生保護関係者の皆さんが参加し、今後の活動
へと理解を深めることができました。（TC：Therapeutic 
Community=回復共同体というプログラム）
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”社会を明るくする運動”と「プリズン・サークル」上映会

『協力雇用主について～保護司さんに知ってもらい
たい 1０のこと～』をテーマに大津保護観察所の観察
官を招き、研修会を実施しました。「なぜ協力雇用主
が必要なのか」「どれくらいの人が協力雇用主さんの
元で働いているか」「協力雇用主になればどういう支
援が受けられるのか」「制度の課題は？」等を知るこ
とができました。

研修会

企業には二人一組で訪問することを原則にしていま
す。商工会の理事会で説明を聞いて、お電話をいた
だいた牧場会社を最初に訪問しました。協力雇用主
や国の制度についてご理解いただきました。その場
で登録の内諾を得られ、大津保護観察所の協力雇用
主説明会に参加していただくようお願いしました。今
年度は３０社の訪問を予定しています。

近江八幡・竜王更生保護協力雇用主会の
設立に向けて（企業訪問）
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　薔薇・ひまわり・レモン・多肉植物など彦根保護
区の各地域（彦根市・多賀町・豊郷町・甲良町）では、
植物を育てたり愛でたりしながら、共に活動する人
たちとのコミュニケーションが広がっています。
いっしょに花を育てるという接点から、悩みごとや
困っていることを聞き出し、解決の糸口が見つかれ
ばと願っています。保護観察対象者も「手伝っても
いいよ！」と頼もしい助っ人です。
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Fクラブ

　月に１度、地域のキックボクシングの指導者を招
き、体験教室を開催しています。ほんの少しずつ、
ゆっくりゆっくりていねいに導く・・・。体力増強・
あり余った体力とストレスの発散。心も体も鍛えよ
うと非行経験者の体験も伝えながら、自分や周りの
人を大切にすることを学びます。

Kクラブ

　キックボクシングの休憩時間に食事をとりながら、
指導者の経験談をもとに「若い時に犯しがちな過ち、
誤った考え方や一時の快楽がどれほど大きな後悔をも
たらすか」について語り合います。個々の悩みを聞く
うちにスポーツにもルールがあるように、社会にも
ルールがあることを伝えることができました。生きづ
らさを感じている人たちに居場所と出番を提供できた
らという思いです。

団らんタイム

当初は地域の子どもたちに呼びかけて、カレーライ
スやハヤシライスを「草の根ハウス」で食べ、勉強
したり、本を読んだり、紙芝居を楽しんだりしてい
ました。現在は活動場所を変更し、みんなで活動を
楽しんでいます。子どもたちの笑顔に保護司や更生
保護女性会員を含むボランティアスタッフ一同が魅
せられています。

新旭子ども食堂

　湖西中学校の農園では、ボランティアスタッフととも
に先生や生徒たちが、玉ねぎ・ジャガイモ・サツマイモ
などの野菜を育てています。収穫した野菜は「新旭子ど
も食堂」の食材として使います。また、保護者や地域の
方に販売もしています。
中学生たちとボランティアスタッフのふれあいの場に
なっています。　※学而事人とは、学んだことを人々や社会のために役
立てるという論語の教え。湖西中学校では教育活動に取り入れて実践しています。

学而事人（がくじじじん）ファーム

　「おはようございます」朝のあいさつから１日が
始まります。学校の昇降口で、先生方とともにボラ
ンティアスタッフが生徒一人ひとりに声をかけま
す。その後は、校長先生を中心に、短時間の「おは
ようミーティング」。生徒たちの近況などを共有す
る貴重な時間となっています。入学・卒業という大
切な節目の日にも出会えることは感慨深いものです。

おはようミーティング
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来
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！

非行少年等さまざまな立場の少年に
「兄」や「姉」のような立場で接し、
一緒に悩み、一緒に学び一緒に楽し
むことを通じて、少年の立ち直りや
自立を支援するとともに、非行防止
活動を行う青年ボランティア団体で
す。県内には 5 つの BBS 会があり、
約８０名の会員が活動しています。

BBS会とは

滋賀県
更生保護女性連盟【更生保護の思いを伝えるために】

近江八幡保護区
保護司会【立ち直りを助ける地域の雇用主を求めて】

「今後の自立のために料理を習いたい」全く料理
をしたことがない方からの声が届きました。「これ
こそ出番」私たちに出来ることと快諾。公民館の調
理室を借りて料理作りをしました。当日は５人の希
望者が集まりました。中にはプロ並みの技でチャー
ハンを作る人もいて教えたり教えられたり、和やか
な時間となりました。
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ふれあい料理教室

映画会終了後、書いてもらったアンケートに丁寧に
目を通しました。参加者・主催者双方の思いを時間
をかけて冊子にまとめました。罪を犯す人たちの背負
う様々な生きづらさへの理解と支援の必要性を、受
け皿となる地域へ伝え続けていきたい。そのための
“力”となる！私たちの思いの結晶です。

「プリズン・サークル」上映会

３０分授業の導入。小中学校での学びを「わからな
いまま」にしない丁寧な指導。等々さまざまな実践に
より生徒の満足度は上昇し、９０％に達したと伺いま
した。全生徒５６０名（うち療育手帳所持１００名）。一
人ひとりの①生活的自立、②社会的自立、③職業的自
立の実現をめざして教職員一丸となって取り組まれて
います。校長先生の熱意、掃除も行き届き穏やかな
校舎に感動しました。

大阪府立西成高校視察研修

　生きづらさを抱えた人たちの支援のため、保護司
と雇用主の方々が一緒になって取り組む必要がある
という思いのもと、合同研修会を開催いたしました。
行政や商工会議所等、地域の関係機関のご参加もい
ただき、地域の皆で、生きづらさを抱えた人たちへ
の支援について考える機会をもつことができました。

協力雇用主の方々と保護司の合同研修会

　協力雇用主会になっていただいた建設会社の若手
女性社長。更生保護や協力雇用主について一通りの
ご理解はいただきましたが、いざ採用となると、社
員の理解や協力などに不安を感じる場合があります。
繰り返し訪問し丁寧にお話を伺うことで「今後は社
長が先頭になって社員への理解を進めていきます。」
との強い思いを話していただきました。感謝の気持
ちでいっぱいです。

企業訪問　

　新型コロナウイルス感染症により、対面での面
会、会議等が制約される状態が続いたことから、オ
ンライン会議をするようになりました。最近では、
ようやくセッティングにも慣れ、意思疎通に課題は
残りますが、様々な方々との情報交換に活用してい
ます。

オンライン会議

出
番
が
あ
る
と
が
ん
ば
れ
る

守山・野洲
協力雇用主会【雇用主の方々の理解を得るために】

大津保護区
保護司会西部会【地域での居場所づくり】
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滋賀県の非行少年等の推移

非行少年 不良行為少年

滋賀県の保護区別協力雇用主数犯罪をなくして社会を明
るくするために、すべて
の日本国民が犯罪の防止
と犯罪を犯した人の矯正
および更生保護について
の正しい理解を深め、す
すんでこれらの活動に協
力するように呼びかける
啓発活動です。

～社会を明るくする運動とは～
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(非行) (不良行為)

彦根
18%

草津
17%

大津
15%

長浜
12%

守山
10%

県外

近江八幡

高島

甲賀

東近江

3%

5%

5%

7%

8%


